
琵琶湖森林づくり県民税条例

平成17年７月15日滋

改正 平成21年１月2

（趣旨）

第１条 この条例は、琵琶湖の水源かん養、県土の保全等すべての県民が享受して

る公益的機能の重要性にかんがみ、県民の理解と協力の下、公益的機能が高度に

な森林づくりのための施策を推進し、滋賀の森林を健全な姿で未来に引き継いで

であることから、当該施策に要する経費の財源を確保するため、琵琶湖森林づくり

県民税の均等割の税率について滋賀県税条例（昭和25年滋賀県条例第55号。以下

いう。）の特例を設け、これに必要な事項を定めるものとする。

（個人の県民税の均等割の税率の特例）

第２条 個人の県民税の均等割の税率は、県税条例第22条の規定にかかわらず、同

800円を加算した額とする。

（法人の県民税の均等割の税率の特例）

第３条 県税条例第29条第１項に規定する法人の県民税の均等割の税率は、同項の

ず、同項各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める額に、次の各号に掲げ

応じ、当該各号に定める額を加算した額とする。

(１) 県税条例第29条第１項第１号に掲げる法人 年額 2,200円

(２) 県税条例第29条第１項第２号に掲げる法人 年額 5,500円

(３) 県税条例第29条第１項第３号に掲げる法人 年額 14,300円

(４) 県税条例第29条第１項第４号に掲げる法人 年額 59,400円

(５) 県税条例第29条第１項第５号に掲げる法人 年額 88,000円

２ 前項の規定の適用がある場合における県税条例第29条第２項の規定の適用につ

「前項」とあるのは、「琵琶湖森林づくり県民税条例（平成17年滋賀県条例第40

項」とする。

付 則

（施行期日）

１ この条例は、平成18年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 第２条の規定は、平成18年度以後の年度分の個人の県民税について適用する。

３ 平成18年度分の個人の県民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が125万円以

つ、平成17年１月１日現在において年齢65歳以上であった者に係る第２条の規定

は、同条中「県税条例第22条」とあるのは「県税条例第22条および滋賀県税条例

る条例（平成17年滋賀県条例第45号）付則第３項」と、「同条に定める額に800円

「同項の規定により読み替えて適用される同条に定める額に200円」とする。

４ 平成19年度分の個人の県民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が125万円以

つ、平成17年１月１日現在において年齢65歳以上であった者に係る第２条の規定

は、同条中「県税条例第22条」とあるのは「県税条例第22条および滋賀県税条例

る条例（平成17年滋賀県条例第45号）付則第５項」と、「同条に定める額に800円

「同項の規定により読み替えて適用される同条に定める額に500円」とする。

５ 第３条の規定は、平成18年４月１日以後に開始する各事業年度もしくは各連結

地方税法（昭和25年法律第226号）第52条第２項第３号もしくは第４号の期間に係

民税について適用する。

（検討）

６ 知事は、この条例の施行後５年を目途として、この条例の施行状況、社会経済

勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その

必要な措置を講ずるものとする。
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付 則（平成21年条例第４号抄）

（施行期日）

１ この条例は、平成21年４月１日から施行する。ただし、（中略）付則第３項および第４項の規

定は、公布の日から施行する。

（琵琶湖森林づくり県民税条例の一部改正に伴う経過措置）

４ 前項の規定による改正後の琵琶湖森林づくり県民税条例第３条第１項の規定は、平成20年４月

１日以後に開始する事業年度分の法人の県民税および同日以後に開始する連結事業年度分の法

人の県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の県民税および同日前に開始し

た連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。


